
  

○ 一般社団法人メディカル多久個人情報取扱い規程 

 

（新制定 平成３０年４月４日） 

 

(目的) 

第１条 この規程は、一般社団法人メディカル多久(以下、「本社団法人」という。)における個人 情報の適正

な取扱いに関し必要な事項を定め、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

 

(定義) 

第２条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人の情報であって、特定の個人が識別され、又は識

別され得るものをいう。 

  ２ この規程において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

 

(収集の制限) 

第３条 本社団法人は、個人情報を収集するときはその利用目的を明確にし、目的達成のための必要な範囲で

適正な方法により収集を行うものとする。 

 

(利用及び提供の制限) 

第４条 本社団法人は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条で規定する利用目的を超えて個人情報を利用

し、又は第三者に提供しない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

  (1) 法令に基づく場合。 

  (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であ

るとき。 

  (3) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し

て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき。 

 

(利用目的の通知等) 

第５条 本社団法人は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速

やかにその利用目的を本人に通知し又は公表する。 

  ２ 前項の規定に拘らず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面（電子的方式、

磁気的方式等で作られる記録を含む）に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、その他本人

から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対しその利用目

的を明示する。但し、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りで

ない。 

  ３ 本社団法人は、利用目的を変更した場合は、その内容を本人に通知し又は公表する。 

  ４ 前三項の規定は、次の場合には適用しない。 

   (1) 利用目的を本人に通知し又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利

利益を害するおそれがあるとき。 

   (2) 利用目的を本人に通知し又は公表することにより本社団法人の権利又は正当な利益を害するおそ

れがあるとき。 

   (3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

であって、利用目的を本人に通知し又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとき。 

   (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 



  

(正確性の確保) 

第６条 本社団法人は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるも

のとする。 

 

(安全確保の措置) 

第７条 本社団法人は、個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のため必要な措置

を講じる。 

  ２ 本社団法人は、前項の措置を講ずるため「個人情報保護に係る基準」 (以下、「基準」という。)を別

に定め、これを遵守するものとする。 

  

(役職員の義務) 

第８条 本社団法人の役職員又は役職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に使用してはならない。 

 

(委託に伴う措置) 

第９条 本社団法人は、個人情報の取扱事務を委託する場合は、個人情報の安全管理のため委託を受けた者が

講ずべき必要な措置を指示するものとする。 

 

(開示) 

第１０条 本社団法人は、本人から本人の個人情報の開示を求められたときは、本人に対し遅滞なく当該個人

情報を開示する。但し、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は

一部を開示しないことができる。 

    (1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

    (2) 本社団法人の適正な業務の実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

    (3) 他の法令に違反することとなる場合 

   ２ 本社団法人は、前項の但し書の規定を適用する決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨を通

知するとともに、その理由を説明する。 

 

 

（基本姿勢） 

第１０条の２ 本社団法人は、個人情報の取扱いの内容を「個人情報保護に対する基本姿勢（プライバシーポ

リシー）」として定め、公開するものとする。 

 

(訂正等) 

第１１条 本社団法人は、開示を行った個人情報について、本人から内容が事実でないという理由によって当

該個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下、この条において「訂正等」という。)を求められた

場合には、他の法令により特別の手続が定められている場合を除き、当該個人情報の利用目的の達

成に必要な範囲内で遅滞なく必要な調査を行い、訂正等の求めが妥当であると認めるときは当該個

人情報の訂正等を行う。 

   ２ 本社団法人は、前項の規定により個人情報の全部又は一部について訂正等を行ったとき、又は訂正

等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨（訂正等を行ったときは、その内

容を含む。）を通知する。なお、訂正等を行わないときは、その理由を説明する。 

 

 

 



  

(開示等の手続等) 

第１２条 第１０条(開示)又は第１１条(訂正等)の規定により、個人情報の開示又は訂正等の求め（以下、本

条において「開示等の求め」という。）を行う者は、次の各号を記載した書面を本社団法人に提出し

なければならない。 

    (1) 開示等の求めを行う者の氏名及び住所 

    (2) 開示等の求めに係る個人情報を特定するために必要な事項 

    (3) 第１１条に規定する訂正等の場合にあっては、訂正等を求める内容 

    (4) その他本社団法人が定める事項 

   ２ 開示等の求めは、法令で定めるところにより、代理人によって行うことができる。 

   ３ 本社団法人は、第１０条の開示を行う場合、当該開示に要した費用実費を請求することができる。 

 

(苦情処理) 

第１３条 本社団法人は、個人情報の取扱いに関する苦情については、適切かつ迅速な処理に努めるものとす

る。 

 

（個人番号及び特定個人情報への対応） 

第１４条 個人情報ではあっても、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（番号法）に基づく個人番号および特定個人情報の取扱いに関しては、理事会の議決を経て別に定

める。 

 

 

附則１ 

(実施の時期) 

この規程は、平成３０年４月４日から実施する。 


